
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境啓発施設視察記録集  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（１）港区エコプラザ  

 

◆施設概要  

・平成 20 年開設     

・所在地  港区浜松町１－13－１  

・開館時間  ９：３0～２０：00 

・休館日  第４月曜日、年末年始  

・管轄  港区  

  

 

 

◆設置目的  

港区の歴史や文化を通じて、さまざまな団体の取り組みから「環境」を再発見

し、集い合い、学び合い、教え合う場所。「低炭素社会」、「自然共生型社会」、「循

環型社会」の３つのキーワードをテーマに、身近なエコ活動から地球規模のテー

マまで、幅広く紹介したり、体験したり、学習したことを発表したり、子ども、

大人、企業や団体も含め、楽しいエコ発信基地として整備。  

 

 



◆運営  

  ・運営主体  株式会社キャリアライズ  （←毎日アースデイ株式会社）  

・運営形態  指定管理（５年）  

・運営費  委託費は年間約 7000 万円  

  

◆施設の機能  

啓発・学び・交流  

 イベント、セミナー、講演、ワークショップ／図書コーナー／会議室の貸出  

 ビオトープ／間伐材・ダンボール家具等の採用  

 

◆施設の様子  

 

 

 

 

 

 

 

 

▲サーチングルーム      ▲ラーニングコーナー      ▲ビオトープ  

 （図書コーナー）      （パネル展示）  

 

◆参考になったポイント  

●内装に間伐材を使っており、木の香りがした。  

●7000 万円の運営費を考えると、武蔵野市には程遠いと感じたが、みんなが集ま

る場所として取り入れられたらと思う。  

●外の風車や、ビオトープなど、子供から大人まで興味を持てるものだと思った。  

●区民というより、働いている方が帰りによる施設のように思った。デザインも優

れていて、人が来るように工夫されていた。  

●会議室は登録制で無料で貸しているようであった。  

●体験や設備は飽きられてしまうので用意せず、企画で勝負していた。  

●椅子も壁に納めることができ、無駄が無いなと思った。  

●会議室が３つに分かれていて、そのそれぞれの壁を収納して一つの大きな部屋に

なるということは、便利だと感じた。  

 

 

 

 

 

 

 



（２）エコにこセンター（多摩ニュータウン環境組合リサイクル

センター）  

 

◆施設概要  

・平成 14 年開設     

・所在地  多摩市唐木田２－１－１  

・開館時間  10：00～17：00 

・休館日  月曜日  

・管轄  多摩ニュータウン環境組合  

※清掃工場併設  

 

 

 

◆設置目的  

資源循環型社会を目指して、市民、事業者、行政が一体となって、環境やリサ

イクルについて考え、不用品、再生品の「捨てない工夫」、「活かす工夫」、「使う

工夫」、など資源の流れを尊重した環境に優しい生活習慣を身につけていくため

の活動拠点。市民が何時でも集い、互いに交流し合い、リサイクルに関して、楽

しく学習し、実践を通じて意識の高揚、啓発を図り、新しい生活文化を育む「地

域活動型施設」として建設された。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆運営  

  ・運営主体  特定非営利活動法人東京・多摩リサイクル市民連邦（家具の修理・

清掃はシルバー人材センターへ委託）  

・運営形態  管理委託（5 年間の長期継続契約）  

・運営費  委託費は年間約 1,600 万円（うち人件費約 1,200 万円）  

 ・運営理念  生活者市民、行政市民、企業市民、リサイクル企業、市民、教育研

究者市民が「市民」という概念で連携し、五位一体（ごみいったい）となって

循環型社会をつくっていくことを目的とする。  

 

◆施設の機能  

リサイクル・ごみ減量  

 リサイクル家具・自転車の販売／ＹＯＵ－ＹＯＵボード  

啓発・交流・学び  

 会議室の貸出／書籍・資料の閲覧／講座の開催／ちびっこスペース／ビジュアル

コーナー  

  

◆施設の様子  

 

 

 

 

 

 

▲子どもによる工作の展示     ▲リサイクル家具の展示・販売    ▲リサイクル部品の販売    

 

◆参考になったポイント  

・粗大ごみとして清掃工場に届いた家具類の中で使用可能なものをきれいに清掃・

補修して展示販売を行っている。  

・家具修理は、シルバー人材センターに委託している他、一部を障害者の就労の場

にしている。  

・家庭で不要になった陶磁器製食器を回収し、粉砕したうえで資源の一部に利用し

た陶土を使った「リサイクル陶芸室」の開催やリサイクル食器の展示販売の実施

している。  

・廃品を利用した手芸・工作などの体験教室を開催している。  

・子供を対象としたイベント、職場体験やインターンシップも実施している。  

・子供や親からの評価が高い。  

・広いバックヤードがあった。  

・人が立ち寄りやすい立地、立ち寄りやすい空間であった。  

・運営団体は、センター運営の受託応募を契機に NPO 法人格を取得。  

・月 1 回、一部事務組合と会議を開いて情報を共有し、連携を取っている。  

 



（３）町田市リサイクル文化センター  

 

◆施設概要  

・昭和 57 年開設     

・所在地  町田市下小山田町 3160 

・開館時間  9:00～16:30 

・休館日  日曜・祝日  

・管轄  町田市  

※清掃工場併設  

※「リサイクル広場まちだ」は平成 20 年に開設  

 

 

◆設置目的  

ごみの焼却及びリサイクル品を展示・販売する施設。資源のリサイクルと余熱利

用を図りながら、市民参加によるごみの減量・資源化を推進し、環境にやさしいま

ちの実現を目指すため。  

 

 

◆運営  

・運営主体  町田市リサイクル公社、町田市シルバー人材センター（家具の補修・

販売等）  

・運営理念  ごみ収集の有料化・戸別収集やリサイクル広場などを通して、ごみか

ら資源へとの市民の意識改革が進んでいるが、さらに環境保全・エコライフの推

進を加えて、広範な市民の理解と協力のもとに、町田市を環境先進都市にするこ

とを目的とする。  

町田市 リサイクル文化セン

ター  

リサイクル広場  まちだ  

工場棟 （焼却施設 ）  



 

◆施設の機能  

リサイクル文化センター   

  粗大ごみの修理、再生、販売／資源物の拠点回収／イベントのごみ減量の取り組

みの支援（相談、分別ステーション備品の貸出  、リユース食器・リサイクル容器

の斡旋、回収した資源等の引取り及び無料持込）  

リサイクル広場まちだ   

  トイレットペーパーと交換出来るポイントカードの発行（資源収集対象外の廃食

用油・陶磁器など市指定の品目を持ち込むとポイントが与えられる）／「くるく

るコーナー」でのリユース品の展示  

福祉との連携   

  ①社会福祉法人が施設内で障害者の就労支援事業所『アールフィールド』を運営。

寄付された家具・衣類・雑貨・自転車等をリサイクルし販売。障害者に社会参加

の場と機会を提供している。  

 ②隣接する重度障害者通所授産施設『花の家』では、余熱を利用した温室での植

物栽培や陶器作りなどのプログラムがある。  

 

◆施設の様子  

 

 

 

 

 

 

  

▲資源物の回収ボックス     ▲リサイクル家具の販売    ▲持参した陶磁器

を別のものと交換  

 

◆参考になったポイント  

 ・粗大ごみとして清掃工場に届いた家具類の中で使用可能なものをきれいに清

掃・補修してから展示販売を行っている。  

 ・白泡トレイ、ペットボトル、牛乳パックの回収を行い、中間処理を実施。  

 ・広いバックヤードがあった。  

 ・作業スペースは採光・通風の確保が必要。  

 ・家具の売り上げは年間 1,800 万円ほど。  

 ・年間 12,000 人ほどが来場している。  

 ・陶磁器、ガラス、ペットボトルの蓋など町田市が再資源化できると指定した物

品について回収し、資源化を行うとともに食器類なども展示している。  

 

 

 



（４）エコプラザ用賀  

◆施設概要  

・平成 18 年開設（学校給食センター施設を再利

用）     

・所在地  世田谷区用賀４－７－１  

・開館時間  ９ :00～17:00 

・休館日  月曜日、年末年始  

・管轄  世田谷区  

 

 

 

◆設置目的  

区民のごみ減量とリサイクルへの意識の醸成を図るため。  

 

 

 

◆運営  

 ・運営主体  NPO 法人せたがや環境推進 21（ごみ関連の活動をしていた区民を

中心に設立。運営人数は 50～60 名。）  

・運営形態  管理委託  

・運営予算  区からの委託費が約 2,000～3,000 万円／年  

・運営理念  広く一般区民・青少年を対象として地球とからだに優しい生き方、

暮らし方を目指す地域社会をつくるために、不用品販売、資源回収、環境教育、

環境学習、環境への普及、啓発、情報収集事業を行うことで、生活環境と環境

保全が協調され、より環境問題への意識改革を推進し、人間として豊かな社会

の実現に寄与することを目的とする。  

 



 

◆施設の機能  

リサイクル・ごみ減量  

不用品情報ボード／粗大ごみとして出された品物の展示・提供（抽選、一部有償）

／小型家具頒布／資源の拠点回収／フリーマーケットの開催  

学び・啓発  

講座の開催（家具の修理講座、おもちゃの修理講座など多数）／書籍・資料の閲

覧・貸し出し  

 

◆施設の様子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ▲中継所見学コーナー      ▲ストックヤード        ▲展示・提供

コーナー  

 

 

◆参考になったポイント  

・女性がいきいきと活動していた。  

・主婦の視点や感覚が活かされていた。  

・リユース品は譲り受けたい人が値段をつけるプログラムがよくできている。  

・見学者コースがよい。  

・家電のリユースについてはすべて自己責任とし、区やエコプラザは関与してい

ない。  

・インターネットに頒布品目リストをのせている。  

・女性が力を合わせて運営しており、地域の将来につながると感じた。  

・提供したリサイクル家具の重量を記録しており、ごみ減量の効果が数値で分か

る。  

 

 

 

 

 



（５） I ID 世田谷ものづくり学校（ IKEJIRI INSTITUTE OF DESIGN） 

◆施設概要  

・平成 18 年開設      

・所在地  世田谷区池尻２－４－５  

・開館時間  11:00～21:00 

・休館日  月曜日  

・管轄  世田谷区  

 

 

◆設置目的  

2004 年 3 月で統廃合となった「世田谷区立池尻中学校」を再生する次世代モ

デルの廃校跡地再生プロジェクトとして設置。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆運営  

 ・運営主体  株式会社ものづくり学校（資本金 1,000 万円）が 2004 年 10 月

から管理・運営。株式会社ものづくり学校の正社員は、役員含め 10 名。その

ほかアルバイト数名。  

 ・運営資金  世田谷区から校舎建物を借り（定期借家契約）、入居者へサブリース

することで収入を確保している。借家料は 1,000 万円／年であり、区からの

助成はない。  

 ・運営状況  45 あるスペースのうち 14 がインキュベーション（創業支援のた

めのスペース）、30 が一般事業者向けで、相場より若干高めの家賃設定にも関

わらず、ほぼ満室の状況が続いている。（１スペース 12 万円／月＋共益費２

万円／月）  



 ・運営理念  ｢学び・雇用・産業｣の再生といった視点から、民間の活力を生かし

た新しい手法により、これらに取り組み、  新たなコミュニティづくりや地域

の活性化を目指す。  

 

◆施設の機能  

学び・創業・地域活性  

教室スペースを「デザイン・建築・映像・食・アート・ファッション」など、さ

まざまな分野のクリエイターにワーキングスペースとして提供／子供から大人ま

で誰もが参加できるワークショップなど多種多様なプログラムを開催／創業支援

／カフェの運営／地域や小中学校との連携／学びの場の提供（自由大学など）  

 

◆施設の様子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ▲廊下（活動の展示空間）  ▲エントランス（ 受 付 ・ ギ ャ ラ リ ー   ▲  カフェ      

 

◆参考になったポイント  

・地域に開かれた施設。当初は地域に不信感を持たれていたが、事業・活動を通

じて徐々に浸透。  

・「ものづくり交流会」を年５回開催し、近隣住民との交流をはかっている。  

・地域の活性化や課題解決に積極的に取り組んでいる。一例として、近隣の商店

会活性化への協力  

や、池尻まちこま会（地域の困りごとの解決策を検討する会で、地域包括支援

センターの呼びかけ）への参加など。  

・定期的に映画上映会を開催、高齢者の引きこもり防止の狙いもある。  

・ワークショップは年間 350 本以上開催し、ボランティアによって運営が支え

られている。  

・来場者数は年間５万人以上で区民の利用はその４割程度。  

・広報誌（ I ID ペーパー）を渋谷・原宿などのショップを中心に配置。  

・元は住居専用地域だったが、ものづくり学校開校に合わせて用途変更。  

・カフェは不採算だが、多くの人に訪れてもらう「きっかけづくり」を目的とし

て、直営で運営。  

・ものづくり学校の存在により、地域にクリエイターが集まってきている。  

・これまでのノウハウを活かして、離島（隠岐の島）の活性化にも取り組み始め

ている。  



（６）アーツ千代田３３３１  

 
◆施設概要  

 ・平成 22 年開設  

 ・所在地  千代田区外神田６－11－14 

 ・開館時間  10:00～21:00 

 ・休館日  年中無休  

 （ギャラリー・カフェは火曜定休）  

 ・管轄  千代田区  

 

 

◆設置目的  

  千代田区文化芸術プラン（文化芸術の振興を通じて区民の豊かな生活を実現し、

優しさのあふれる美しいまちを創ることを目的とした千代田区文化芸術基本条例

に基づく具体的な行動計画）の重点プロジェクト。統合により廃校となった「千

代田区立錬成中学校」の校舎を改修し再利用。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆運営  

・運営者  合同会社コマンド A（アーティストが中心となり本事業受託のために

設立）   

・運営資金  開設当初エレベータ・ウッドデッキの整備費として千代田区からの

助成を受けた以外、独立採算。メイン収入は２・３階フロアのサブリース。施

設は千代田区からの定期借家（５年）。  



・運営理念  「千代田の伝統文化現代芸術文化と共に活きるアートセンター」、「国

際都市千代田区の求心力を軸に国内外の地域力を繋ぐアートセンター」、「まち

に開き、区民と未来の文化を創り出す参加交流型のアートセンター」の３つを

基本方針とする。  

 

◆施設の機能  

クリエイター支援・学び・コミュニケーション  

 教室スペースのサブリース／ワークショップの開催／屋上菜園の貸出／カフェ設

置／地域や小中学校との連携  

リサイクル・ごみ減量  

かえるステーション（かえっこ）／藤浩志氏との連携による展示／デザイナー・

クリエイター・民間事業者との連携による廃棄素材を用いた作品等の展示・販売  

 

◆施設の様子  

 

 

 

 

 

 

▲エントランス・受付      ▲メインギャラリー        ▲カフェ  

 

 

 

▲運営理念                    

 

 

 

▲ギャラリー           ▲オフィス系スペース    

 

◆参考になったポイント  

・１年を通して、様々な展覧会やイベント、ワークショップを実施。アートスク

ールも開講している。  

・施設内は一部の展覧会・イベント等を除き、自由に見ることができる。  

・廃校利用に関し、何を残すべきかを考えて学校の雰囲気を残している考え方が

参考になる。  

・階段デッキにつながる開放的なエントランスなどの設えが参考になる。  

・廃品を利用したアート作品など、創造性の高さが評価できる。  

・運営の公募時から区から地域との関わりを求められており、ワークショップや

アートスクールを始めとして地域との関わりを重視した事業を積極的に展開。  



（７） 京
みやこ

エコロジーセンター（京都市環境保全活動センター）  

 

◆施設概要  

 ・平成 14 年開設  

 ・所在地  京都市伏見区深草池ノ内１３  

 ・開館時間  午前 10 時～午後９時  

      （1・2F 展示室は午後 5 時まで） 

 ・休館日  木曜、年末年始  

 ・管轄   京都市  

 

 

◆設置目的  

1997 年に開催された地球温暖化防止京都会議において京都議定書が採択され

た。これを記念し、環境学習活動・環境保全活動の拠点として開設された施設。  

 

◆運営  

・運営者  財団法人京都市環境事業協会（京都市の財政援助団体、指定管理者）  

・運営資金  169,169 千円（うち人件費 76,490 千円、2012 年度）  

・コンセプト  見て、触れて、感じる「体験型展示」／建物全体がエコ展示／パ

ートナーシップにる学習と活動／みんなにやさしい施設をめざして  

・ボランティアの活用  「エコメイト」と呼ばれる環境ボランティアが約 50 名

強が展示の説明やイベントの企画・運営の支援などを行っている。３年の任期

制とし、任期終了後は地域で環境活動の輪を広げるリーダー的な役割を担って

いくことを目標としている。エコメイト卒業生は「京エコサポーター」として

登録することができ、約 150 名の登録がある。  

 

◆施設の機能  

１ F 「気づいて」 エントランスホール、シアター、エコロジー体験コーナー、

常設展示  

２ F 「学んで」    企画展示・ワークショップコーナー、事務室、活動支援室  

３ F 「活動する」  交流コーナー、環境図書コーナー、こどもひろば、リサイ

クル工房、  

                  エコ厨房、会議室、印刷作業室  
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◆施設の様子  

 

 

◆参考になったポイント  

・施設の目標を「人づくり」に設定し、「エコメイト」と呼ばれるボランティアを

３年の任期つきで活用。エコメイト卒業生が各地域で環境活動を推進すること

により、京都市全体へ環境活動の輪を広げていくことを狙っている。  

・ターゲットを専門家以外に絞り、「むずかしいことをわかりやすく伝える」こと

を目標とした体験型の展示を行っている。  

・展示はエコメイトが解説することを前提としており、コミュニケーションを重

視している。  

・「建築自体を展示物」とし、環境負荷低減のメリットが小さい設備も見学者に紹

介するためにあえて設置し、エコ虫と案内板による解説を行っている。しかし、

実験的に設置した特殊な設備も多く、メンテナンス費用は高い。  

・ビオトープ、畑、田んぼなどイベントやワークショップなどの活動とリンクし

た空間がつくられている。  

 ・「えこせん」などスタイリッシュな広報誌を発行し、新聞折込みで配布している

ほか市営地下鉄 31 駅に設置している。チラシで京エコロジーセンターの存在

を知った利用者が４割を占める。（アンケートによる）  

・イベントは「きっかけづくり」と捉え、環境問題に無関心な人にも関心を持っ

てもらえるよう、多様な切り口で開催している。  

・指定管理期間が 4 年であり、中長期の視点に立った計画づくりや運営に難しさ

がある。  

▲太陽光発電パネル  ▲放射冷暖房のチューブ  

▲照度センサー・エコ虫  ▲環境図書コーナー  ▲屋上のビオトープ  

▲箱を開けながら学習できる展示  



 （８）アップサイクルの事例  

1）「藤浩志の美術展」  
 

◆概要  

  クリーンセンターのイベントでも実施している「かえっこ」の発案者・藤浩志

氏の美術展（平成 24 年 7 月 15 日～9 月 9 日、アーツ千代田３３３１）を視察。

藤氏は、「かえっこ」を始めとした廃棄物を利用した活動に関して「環境省循環型

社会功労者表彰」を受けている。  

  この展覧会では、「かえる（変える／還る／換える／買える）」をキーワードに、

13 年続く「かえっこ」により集まった約 5 万ものおもちゃを素材とし、作品展

示やワークショップを実施。そのほか、プラスチックや針金など、これまで藤氏

が生活や活動のなかで収集した膨大な数の素材や作品、各地で連鎖・発生してき

た地域活動の紹介、入札形式による作品販売（サイレント・オークション）もあ

り。  

  

 

 

青森ねぶた祭りのねぶたの廃材（針金と

和紙）で作られた作品「飛龍」（全長 13m） 

エントランスに構える作品「トイ・ザウ

ルス」  

◆感想  

 ・ファーストフード店などのおもちゃを使った作品は、大量廃棄型の今の社

会に対する痛烈な風刺と感じた。  

 ・作品には想像以上の迫力を感じた。  



 

2) 廃材を利用したデザイナーズ家具  
（ピート・ヘイン・イークの作品）  

 
 

 

  

◆概要  

アーツ千代田 3331 へ向かう視察行程において、インテリアセレクトショッ

プ「CIBONE 青山」を訪れ、廃材を素材として製作した家具で有名なオランダ

のデザイナー、ピート・ヘイン・イーク（ Piet Hein Eek）氏の作品を鑑賞した。 

  氏は優れたデザイン力・技術力によって廃材が持つ素材としての魅力・可能性

を引き出し、素朴な美しさを持つ多くの作品を生み出し、高い評価を得ている。 

 

◆感想  

 ・シンプルで機能的な造り、デザイン、素材の風合いなど大量生産の製品にない

独特な新鮮さがある。  

 ・一つ一つがハンドメイドの一点物で、個性がある点が魅力的だ。  

・作品から作者の哲学やメッセージを感じ取ることができる。新しさや完璧さを

求める風潮に対して違った考え方を示してくれる。  



（９）江東区環境学習情報館  えこっくる  

 

◆施設概要  

・平成 19 年開設     

・所在地  東京都江東区潮見 1-29-7 

・開館時間  ９： 00～ 17： 00 

・休館日  月曜日  

・管轄  江東区  

※清掃事務所併設  

 

 

 

◆設置目的  

環境負荷の少ない地域社会の構築を図り、地域及び地球の環境保全に貢献する

ことを目的として、情報の収集及び提供、講演・講座等の開催、環境学習の振興、

団体（人材）の育成を行っている。また、環境問題に関する「気づき」を増やし

ていきたいとのコンセプトの下、わかりやすく学ぶことのできる施設を目指して

いる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆運営  

  ・運営主体  江東区（直営）  

        区職員３名、嘱託職員１名、非常勤職員４名の計８名で運営。  

      ※施設の維持管理は併設している清掃事務所が一括して行っている。 

 

 

 

 



◆施設の機能  

環境についての幅広い展示  

全てのテーマを取り上げ、体験学習と展示学習とが相互的に補えるような学習プ

ログラムを実施している。展示の説明はボランティアが行っている。  

多岐にわたる講座やイベントの実施  

 さまざまな分野のスペシャリストとともに学習プログラムを開発し、多岐にわた

る講座やイベントを実施。事業運営の多くは、区民ボランティアが担う。土日を

中心に講座を開催。地元の環境保全団体に講座の運営を依頼。  

 

◆施設の様子  

 

 

 

 

 

 

 

▲身近な生活から地球規模  ▲物の環境負荷を学ぶゲーム  ▲ごみ分別を学ぶゲーム       

 の内容まで幅広い展示  

 

 

 

 

 

 

 

▲ワークショップルーム   ▲環境情報コーナー      ▲江東区や環境を題材としたボ

ードゲーム   

 

◆参考になったポイント  

 ・エコサポーター（ボランティア）が展示案内で活躍している。  

・ボランティアが参加する仕組みが確立されている。ボランティア養成講座を行

い、講座の修了生に声をかけ参加してもらったりしている。  

・講座の企画も江東区で行っているが、運営については各講師に任せている部分

が多く、地元で活動する団体が活躍している。  

 ・講座、イベントの参加者は江東区民が多いが、見学に関しては団体が多く地方

からの修学旅行生などが自主的にコースに組み入れて見学に来ることも多い。  

 

 

 

 



（10）ナカダイ  品川ショールーム  

 

◆施設概要  

・平成 25 年開設     

・所在地  東京都品川区南品川２－４－５  

     NA ビル９階  

・開館時間  １１： 00～ 1９： 00 

・休館日  土曜日・日曜日  

・管轄  株式会社  ナカダイ  

※産業廃棄物処理業者事務所併設  

 

◆設置目的  

廃棄物を素材に新しい価値を創るモノ・ファクトリーの一環としてのマテリア

ルライブラリー。前橋の工場に加え、平成 25 年に品川ショールームがオープン

した。  

 

 

 

 

◆運営  

  ・運営主体  株式会社  ナカダイ  

        品川ショールームは自社本社ビル内に設置  

 

 

 



◆施設の機能  

廃材の販売  

 廃材をマテリアルとして販売している。  

 前橋工場では、廃材を活用したワークショップなども開催している。  

 

 

 

 

◆施設の様子  

 

 

 

 

 

▲ショールームの様子          ▲廃材は種類別にストックされ、グラム  

単位で販売されている。  

 

◆参考になったポイント  

 ・廃材もマテリアルと捉えると、色々な可能性を感じる。  

 ・ストックの方法、見せ方が参考になった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（11）東京ガス  環境エネルギー館  

 

◆施設概要  

・平成 10 年開設（平成２６年３月閉館）     

・所在地  神奈川県横浜市鶴見区末広町  

1-7-7 

・開館時間  ９： 00～ 1７： 00 

・休館日  月曜日  

・管轄  株式会社  東京ガス  

 

 

◆設置目的  

エネルギーや地球環境問題に関する次世代教育支援活動を行うために設置。特

に子どもを対象に、地球環境問題に関する正しい知識を身につけるための企業館

として開設し、教育関係者や地域住民に活用されていた。しかし、駅からも遠く、

立地上の制約があることや、施設の老朽化に伴い多額の修繕費用がかかることな

どから、閉館することとなった。閉館後は、豊洲駅近くにある「ガスの科学館」

に「環境エネルギー館」が担っていた役割を統合させる。  

 

 

 

 

 

◆運営  

  ・運営主体  東京ガス株式会社  

 

 

 

 

 



◆施設の機能  

参加体験型の展示  

環境エネルギー館の展示物は、触って動かすことができるハンズ・オン方式をとっ

ており、解説文などの文字表記は最小限にとどめている。  

インタープリター制度  

展示物やプログラムをきっかけに見学者の感性を刺激し、ともに考えることで環境

問題への理解を深めていく手助けをする案内人「インタープリター」が展示につい

て説明を行っている。  

環境に配慮した設備  

建物自体も展示物との考えの下、光・風・水・緑・土など自然の力を最大限に活用

している。都市ガスを用いた発電方法の燃料電池と、廃熱の有効利用を実現するコ

ージェネレーション・システムを利用するなど、環境への負荷を極力少なくするこ

とに務めている。  

 

◆施設の様子  

 

 

 

 

 

 

 

▲インタープリターによる  ▲水循環を学ぶ装置     ▲屋上ビオトープ  

 解説  

 

◆参考になったポイント  

・目に見える展示物から、その背景にある現象について伝える、考えるきっかけ

を持ってもらう手助けをするインタープリターが活躍している。  

・インタープリターは、教育関係者、造園、環境など様々な分野の出身の人材が

おり、現場でのＯＪＴ研修により、経験年数を積んだベテランから若手へ伝承

していっている。年に数回、外部での研修も実施。  

 ・小学校などの団体の見学コースについては、インタープリターが企画し、個別

にプランを組み立てている。  

 ・インタープリターの手作りの学習教材（ゲーム）があった。  

 ・地元の横浜市へ外部講師としてインタープリターを派遣等も行っている。  

・大規模な展示装置は魅力的ではあるが、維持管理や更新にコストがかかってし

まう。  

 

 

 

 



（12）立川市子ども未来センター  

 

◆施設概要  

・平成２４年開設     

・所在地  東京都立川市錦町３－２－ 26 

・開館時間  8： 30～ 22： 00※  

・休館日  月曜日  

・管轄  立川市  

※機能ごとに開館時間が異なる。  

 

◆設置目的  

昭和 43 年に建設され、平成 22 年に機能移転した旧市庁舎の改修と、市庁舎の

移転により昼間人口が減少した南口エリアの活気を呼び戻すことを目的とした

設置。  

 

◆運営  

  ・運営主体  合人社計画研究所グループ（指定管理者）  

  ・整  備  費  約８億円  

  ・運  営  費  指定管理者委託費１億 2500 万円、  

光熱費約１億 100 万円（実費精算）  

 ・市の収入  約３３０万円（まんがぱーくの入場料及びカフェの売り上げの５％、

自動販売機売上の 12％、駐車場納付金）  

 ※清掃、警備等も含め、建物の管理責任の一切は指定管理者。  

 ※地域のにぎわい創出のために毎月開催しているイベントは指定管理者により企

画、出資されている。  

 

 

（ 写 真 ： 近 代 建 築 社 H P よ り ）  



◆施設の機能  

子育て・教育支援  

子ども総合受付、発達相談、教育相談、一時預かり等  

文化芸術活動の支援  

会議室、スタジオ、アトリエ、ギャラリー等の貸し出し。  

市民活動支援  

市民活動コーディネーターによる市民活動団体の活動支援。  

にぎわい創出  

立川まんがぱーく  

行政機能の補完  

錦連絡所への一部行政機能設置。  

 

◆施設の様子  

 

 

 

 

 

 

 

▲ギャラリー        ▲子育て相談窓口       ▲まんがぱーく  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ▲外部のデッキでも漫画を読むことが  ▲吹抜け空間（２階）  

できる。  

 

◆参考になったポイント  

・指定管理者による運営、既存施設の改修が参考になった。  

 

 

 

 

 

 



◆既存施設改修のポイント  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ ン ト ラ ン ス 部 分 に 吹 抜 け

を 設 け 、 １ 階 ま で 自 然 光 を

導 く と と も に 、 施 設 の 中 心

と な る 空 間 を 作 り 出 し て い

る。  

手摺の 高さ 、衝 突防 止柵 等、

小 さ な 子 ど も の 利 用 に 配 慮

した設 計が なさ れて い る。  

既存の 天井 を撤 去し 、

設 備 機 器 類 を 露 出 さ

せてい る。壁は 再塗 装

程度と して いる 。  

既存建物に庇のついたテラスを

新設することで、内外の一体利

用が可能となっている。テラス

の周りでは段階的に開放性の異

なる空間が連続し、施設の多様

な利用方法と、空間の豊かさを

生み出している。  

 

旧 市 庁 舎 の 外 装 コ ン ク リ ー

ト の 質 感 を あ え て 残 し て い

る。  



（13）「クリエイティブリユースでアート！」展  

 

◆開催概要  

  総合プロデューサーに大月ヒロ子氏を迎え、平  

成 25 年にスタートした「クリエイティブリユース  

でアート！」プロジェクトにて製作した先品の展示。  

市内の事業所等を訪問し、廃材等を集めるワーク  

ショップを開催。そこで集めた廃材を利用して、ア  

ーティストや高校生がアート作品をつくった。  

 会期  平成 26 年１月 31 日から３月 22 日  

  会場  調布市文化会館たづくり  

  主催  公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団  

 

◆会場の様子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（14）武蔵野ふるさと歴史館  

 

◆施設概要  

・平成２６年開設  

・所在地  東京都武蔵野市境５－ 15－５  

・開館時間  9： 30～ 17： 00 

・休館日  金、土、祝  

・管轄  武蔵野市  

 

◆設置目的  

武蔵野プレイスの開館に伴って閉館した旧西部図書館の施設を改修し、市の歴

史学習、古文書・考古資料等の収集・保管・研究、公文書の保管を目的とする。 

 

 

◆運営  

  ・運営主体  武蔵野市  

  

◆施設の機能  

公文書館  歴史公文書の保存活用  

博物館   古文書・民俗資料・考古資料等、文化財の保存、研究、公開  、教育

普及  

市民要望  「憩いの場」として、歴史に親しむ市民の拠点  

 

 

 

 



◆施設の様子  

 

 

 

 

 

 

 


